
４．フレックストラベラー制度に関する情報

「フレックストラベラー制度」について
○制度の趣旨

○制度の概要
（１） オーバーセールスの発生が判明した時点で、自主的に予約便への搭乗を取りやめる旅客を航空会社が幅広く募集する。

フレックストラベラー制度の状況
会社名

２０２４．１～３ 50 45 5 7,536,067 0.07 0.01

２０２３．１～３ 158 85 73 7,077,412 0.22 0.10

２０２４．１～３ 739 658 81 8,462,425 0.87 0.10

２０２３．１～３ 907 700 207 8,555,501 1.06 0.24

２０２４．１～３

２０２３．１～３

２０２４．１～３ 4 4 0 1,951,165 0.02 0.00

２０２３．１～３ 7 3 4 1,840,870 0.04 0.02

２０２４．１～３ 5 5 0 621,311 0.08 0.00

２０２３．１～３ 57 57 0 542,623 1.05 0.00

２０２４．１～３ 2 2 0 121,274 0.16 0.00

２０２３．１～３

２０２４．１～３ 11 7 4 528,938 0.21 0.08

２０２３．１～３ 18 17 1 512,947 0.35 0.02

２０２４．１～３ 296 296 0 657,325 4.50 0.00

２０２３．１～３ 96 96 0 601,823 1.60 0.00

２０２４．１～３

２０２３．１～３

２０２４．１～３ 1,107 1,017 90 19,878,505 0.53 0.04

２０２３．１～３ 1,243 958 285 19,131,176 0.65 0.15

(注)１． 不足座席数＝搭乗手続きに来た予約客の数－提供座席数

２． 自主協力旅客数とは、航空会社の募集に応じて、当初予定していた便への搭乗をとりやめた旅客の人数をいう。

３．

全輸送人員に対する搭乗
できなかった旅客の割合

（1万人あたり）自主協力旅客数(注2)

全日本空輸(注3)

（法人番号　1010401099027）

日本トランスオーシャン航空
（法人番号　3360001001727）

不足座席数無し

不足座席数無し

琉球エアーコミューター
（法人番号　7360001002234）

　オーバーセールス（提供座席数を上回る予約客を受け付けること）発生時における旅客の取扱いに関する統一的な手続を定めることによって、オーバーセールスに対する公
平かつ円滑な解決を実現し、利用者利便の向上を図るものである。

（２） 募集に応じて搭乗を実際に取りやめる旅客に対して、一定の協力金等を航空会社が支払う。

不足座席数（注1）
搭乗できた旅客数

(全輸送人員）

全輸送人員に対する
不足座席数の割合

（1万人あたり）

スカイマーク
（法人番号　7010801019529）

ＡＩＲＤＯ
（法人番号　6430001021797）

搭乗できなかった旅客数
（不足座席数－自主協力旅客数）

不足座席数無し

『日本航空』は、日本航空、ジェイエア、北海道エアシステム、日本エアコミューターの合計、また、『全日本空輸』は、全日本空輸、ANAウイングスの合計。

ソラシドエア
（法人番号　2350001002669）

スターフライヤー
（法人番号　6290801006558）

フジドリームエアラインズ
（法人番号　6080001011660）

合計

日本航空(注3)

（法人番号 7010701007666）


